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令和７年度より適用する配水管の管種について(通知) 

平素は、当市水道事業にご協力賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、標題につきまして、下記のとおり適用する管種を変更することを通知します。 

記 

１．適用管種 

   配水管 φ 75mm  水道用ダクタイル鋳鉄管 → 水道配水用ポリエチレン管 

   配水管 φ100mm  水道用ダクタイル鋳鉄管 → 水道配水用ポリエチレン管 

２．適用開始日 

   令和７年４月１日 

３．適用条件 

   以下に該当する箇所につきましては、従来通り、水道用ダクタイル鋳鉄管(GX 形)を 

基本とします。 

〇道路幅員１２ｍ以上の道路の縦断および横断、枝道への連絡箇所 

    ※歩道部は水道配水用ポリエチレン管を適用 

  〇道路幅員１２ｍ以下の道路で地下埋設物が輻輳している箇所 

    〇開発許可申請等については、意見書に記載 

    〇その他、水道局で必要と判断した箇所 

以上 
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